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下請事業者への配慮等について

我が国の景気は、足下での持ち直しの動きが見られるものの、少子化による

国内市場の縮小傾向及び新興国の台頭 とい う構造的な課題に加え、東 日本大震

災による被災、海外景気の下振れや円高、株価の変動等による影響が、下請事

業者を始めとして懸念されている状況にあります。

こうした経済状況を踏まえ、政府は、下請代金支払遅延等防止法 (昭和 31
年法律第 120号 。以下 「下請代金法」とい う。)違反行為への厳正な対処を行
うとともに、親事業者等に対する下請代金法の普及啓発を行ってお ります。

下請代金法は 「下請代金の支払遅延」、「下請代金の減額」、「買いたたき」等

の行為を禁止するものであり、政府としては、違反 した親事業者に対 して、支

払遅延については下請代金を速やかに支払わせ、下請代金の減額については減

額分を下請事業者に返還させるなど、下請代金法の厳格な運用に努めてお りま

す。

また、政府 としては、下請事業者の経営基盤を強化する観点から親事業者に

対 して下請中小企業振興法 (昭和 45年法律第 145号 。以下 「下請振興法」
という。)に基づく「振興基準」 (別紙参照)の遵守を要請 してきたところです

が、下請事業者の厳 しい経営状況を踏まえ、その遵守の重要性は一層高まって

お ります。
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冒頭で触れました現下の経済状況では、円高の進展等による影響が立場の弱

い下請事業者に不当にしわ寄せされることのないよう配慮することが必要です。

特に、これから年末にかけては、金融繁忙期であることから、下請事業者の資

金繰 り等について一層厳 しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早

期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰 りに支障を来さないよ

うにすることが期待されます。            ロ

ろきましては、=貴団体におかれましては、下請事業者が現在置かれている状

況を十分認識いただいた上で、貴団体所属の親事業者に対して、下記の事項を

始めとして、「振興基準」の遵守について、周知徹底を図るなど適切な措置を

講じるよづ要請いたします。

親事業者におかれましては、調達担当者のみならず、役員等責任者が率先し

て社員教育等に取り組まれ、「振興基準」の幅広い周知に努められるよう併せ

てお願いいたします。

なお、経済産業省では、下請代金法、下請振興法 (振興基準を含む。)につ
いて、経営者層向け及び実務者向けの普及啓発を目的とした下請代金法講習会

等を開催しております。貴団体傘下の親事業者に対して、上記講習会等を周知

していただくとともに受講要請を行つていただくようお願いいたします。 (開

催概要等は別添参照)

記

1.親事業者は、継続的な取引関係を有する下請事業者 との取引関係を停止 し、
又は大幅に取引を減少 しようとする場合には、下請事業者の経営に著 しい影

響を与えないよう配慮し、相当の猶予期間をもつて予告すること。

2.取引対価は、取引数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、
品質、材料費、労務費、運送費、在庫保有費等諸経費、市価の動向等を考慮

した合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、労働時間

短縮等労働条件の改善が可能 となるよう、下請事業者及び規事業者が協議 し

て決定すること。

また、取引対価の決定については、あらかじめ定めた時期や頻度にかかわ

らず、材料費の大幅な変更等経済情勢の変化や発注内容の変更に応 じ、対価

について随時再協議を行い、改定を行 うこと。

3.下請代金の支払については、発注に係る物品等の受領後、できる限り速や
かに、かつ、できる限り現金で支払 うものとし、少なくとも賃金に相当する



金額については、全額を現金で支払うものとすること。手形で支払う場合に

は、手形期間の短縮化につき最大限の配慮を行うこと。

4.親事業者は、海外進出等に際しては、その計画等について下請事業者に必
要な情報を逐次提供しつつ、製品等の多角化、新規親事業者の開拓等下請事

業者が対応を図ることに対し、下請事業者の要請に応じ積極的に支援を行う

こと。

5。 短期間における経済情勢の急激な変化により、親事業者が影響を受ける場

合には、その影響は極力親事業者自身が吸収するとともに、下請事業者に不

当に転嫁しないよう努めること。


